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〔地域管理経営計画書〕
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〔国有林野施業実施計画書〕

２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごと

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥の伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量 ２
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 林道（林業専用道を含む。以下同じ。）の整備に関する事項 ４

この用紙は間伐材を活用しております。
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第４次地域管理経営計画書（江の川下流森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第６条第８項に基づき地域管理経営計画の一部を次のように変更します。

なお、本変更計画は、平成26年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

伐採計画について、主伐及び森林整備のための間伐計画を変更します。

また、森林整備を行うため必要な林道の改良計画を変更します。

【変更する内容】

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

(4) 主要事業の実施に関する事項

イ 主要事業の総量

本計画期間において、機能類型区分に応じた施業管理を行うために必要な伐採、更新、

保育、林道の事業総量は以下のとおりです。

(ｱ) 伐採総量

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

区 分 主 伐 間 伐 計

(3)
山地災害防止タイプ

― 191 191

自 然 維 持 タ イ プ
― ― ―

(76)
森林空間利用タイプ

― 6,024 6,024

快適環境形成タイプ
― ― ―

(2,092)
水 源 涵 養 タ イ プ

33,637 179,197 212,834

(2,171) 〔1,500〕
計

33,637 185,412 219,049

注：１ （ ）は、間伐面積
２ 〔 〕は、搬出等に伴う支障木、マツクイムシの被害木等の伐採箇所があらかじめ特定
できない臨時的な伐採量で外書

(ｴ) 林道開設及び改良総量
(単位：ｍ)

開 設 改 良
区 分

路線数 延長 箇所数 延長

山地災害防止タイプ ― ― 3 33

自 然 維 持 タ イ プ ― ― ― ―

森林空間利用タイプ ― ― ― ―

快適環境形成タイプ ― ― ― ―

水 源 涵 養 タ イ プ 2 2,150 23 887

計 2 2,150 26 920
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第４次国有林野施業実施計画（江の川下流森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第14条第２項に基づき国有林野施業実施計画の一部を次のように変更しま

す。

なお、本変更計画は、平成26年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

伐採計画について、主伐及び森林整備のための間伐計画を変更します。

また、森林整備を行うため必要な林道の改良計画を変更します。

【変更する内容】

２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及

び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

(4) 伐採総量

機能類型等別の伐採量は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(4)のイの(ｱ)）

なお、本表は、伐採造林計画簿で定める箇所ごとの伐採量を取りまとめたものです。

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地 林地
区 分 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨時伐採量 計 以外

(2.86)
山地災害防止タイプ ― 191 191

自 然 維 持 タ イ プ ― ― ―

(76.47)
森林空間利用タイプ ― 6,024 6,024

快適環境形成タイプ ― ― ―

天 然 林 ― 1,411 1,411

水 複 層 林 ― ― ―
源
涵 長 伐 期 ― 17,250 17,250
養
タ 分散伐区 4,448 156,383 160,831
イ
プ 施業群設定外 29,189 4,153 33,342

(2,091.79)
小 計 33,637 179,197 212,834

(2,171.12)
合 計 33,637 185,412 219,049 1,500 220,549 ― 220,549

(435.47)
年 平 均 8,976 37,165 44,650 300 44,950 ― 44,950

注：「間伐」欄の( )は、間伐面積
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（再掲）市町村別内訳

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地
区 分 林地 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 以外
伐採量

(236.88)
浜 田 市 3,426 19,920 23,346

(96.12)
大 田 市 1,376 7,796 9,172

(170.35)
江 津 市 12,549 18,612 31,161

(206.65)
川 本 町 8,473 19,511 27,984

(1,282.44)
美 郷 町 7,813 99,820 107,633

(178.68)
邑 南 町 ― 19,753 19,753

(2,171.12)
合 計 33,637 185,412 219,049 1,500 220,549 － 220,549

注：１ 市町村の内訳には、臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含まない。

２ 「間伐」欄の( )は、間伐面積
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３ 林道の整備に関する事項

林道の開設及び改良の路線別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(4)のイの

（ｴ））

(単位：ｍ)

基 幹 開 設 箇 所
・ ・ 路 線 名 延 長 機能類型 備 考

管理別 改 良 (国有林･林班)

管 理 開 設 曲山林業専用道224 曲山 1,000 水 源 涵 養 タ イ プ
林班支線 224

畑ヶ迫林業専用道 畑ヶ迫 1,150 水 源 涵 養 タ イ プ
1221

計 ２路線 2,150

基 幹 改 良 都賀行林道(竹山) 竹山 200 水 源 涵 養 タ イ プ
261～263

管 理 後畑林道 後畑 20 水 源 涵 養 タ イ プ
279

後畑林道支線 後畑 50 水 源 涵 養 タ イ プ
278

泉谷林道(花の谷) 花の谷 50 水 源 涵 養 タ イ プ
207、208

潮谷林道 曲山 410 水 源 涵 養 タ イ プ
220

大滝林道 竹山 30 水 源 涵 養 タ イ プ
263、264

潮花谷林道 花の谷 100 水 源 涵 養 タ イ プ 87m
205～208
今山 山地災害防止タイプ 13m

211～214

双子林道 今山 20 山地災害防止タイプ
215、1223

鍋山林道 艾山 40 水 源 涵 養 タ イ プ
244、248

計 ９路線(２６箇所) 920

注：種類欄の基幹は森林基幹道を、管理は森林管理道を指します。


